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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　筐体の底部を構成する平面視四角形の底板と、前記底板に設置される平面視Ｌ字形状の
熱交換器と、を有する空気調和機の室外機であって、
前記底板は、
底板部と、
前記底板部の四辺の周縁から上方に折られて形成されるフランジと、
前記底板部を貫通して形成され、前記筐体内の水を前記筐体外に排水する排水穴と、
前記底板部に上方向へ突出するように設けられ、その上面にて前記熱交換器の下端を支持
する複数の載置台と、
前記複数の載置台に接し、前記排水穴に向かって下り傾斜で構成される排水溝と、を備え
、
四辺ある前記フランジのうち前記Ｌ字形状の熱交換器に沿った二辺のフランジの一方のフ
ランジと前記複数の設置台にあって前記Ｌ字形状の熱交換器のカーブする角が位置する前
記底板の角部に設けられた載置台との間の前記底板部が、当該一方のフランジに沿って傾
斜して前記排水溝へと向かう傾斜部ａで構成されているとともに、前記二辺のフランジの
他方フランジと前記底板の角部に設けられた載置台との間の前記底板部が、当該他方のフ
ランジに沿って前記傾斜部ａとは異なる方向に傾斜して前記排水溝へと向かう傾斜部ｂで
構成されている空気調和機の室外機。
【請求項２】
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　前記傾斜部ａおよび前記傾斜部ｂは、前記底板の角部に設けられた載置台の上面よりも
低く且つ前記排水溝よりも高い位置から前記排水溝に向かって下り傾斜である請求項１記
載の空気調和機の室外機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は空気調和機の室外機に関し、特にドレン水の排水構造に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　空気調和機の室外機は略直方体形状の筐体で形成され、筐体内部に圧縮機、室外熱交換
器（以下、熱交換器と記す）、送風機等が設置されている。圧縮機が設置される部分と、
熱交換器及び送風機が設置される部分との間には分離壁が形成されている。熱交換器は、
筐体の側面に沿って、略Ｌ字形状に配置される。また、筐体の底部を構成する底板には底
板を貫通する排水穴が形成され、筐体内部に溜まった水はその排水穴から外部へと排水さ
れる。このため、排水穴は底板の最も低い位置に配置されている。熱交換器及び送風機が
設置される部分の底板は、排水穴に接続する排水溝を有し、筐体内の水は排水溝で導かれ
て排水穴に向かって流れる。また、上下方向で排水穴の位置から所定の高さを有する載置
棚が、複数箇所で筐体の側面から内側に突出して形成され、この載置棚の上に熱交換器が
載置される。このため熱交換器の下端は排水溝よりも上方に位置することになる。このよ
うに、室外機内に溜まった水は室外機外に排水されると共に、熱交換器や送風機の下端が
排水溝を流れる水中に浸からないように構成されている。
【０００３】
　空気調和機の室外機の熱交換器は、例えば複数並設されるアルミ製の薄い板状のフィン
を伝熱管が貫通するフィンチューブ熱交換器であり、伝熱管内を流れる冷媒と、送風機で
送られる外気とが熱交換する際、フィンによって伝熱管と気体とが接する面積を大きくす
ることで、熱交換効率を高める構成である。
　室内を暖房する暖房運転では、熱交換器の伝熱管内には低温の冷媒が流れ、外気中の水
蒸気がこの伝熱管で冷やされて水滴となり、伝熱管やフィンの周囲に付着する。そして、
伝熱管やフィンを伝って下方に移動し、底板に落下する。この水滴はドレン水と称され、
底板に設けられた排水溝を通って排水穴に流れ、室外機外に排水される。このドレン水が
スムーズに排水穴に導かれない場合には、熱交換器の周辺や底板に局所的に溜まり、送風
機の動作や熱交換器の動作に悪影響を及ぼす。
【０００４】
　特に寒冷地では、ドレン水が冷やされて霜となって伝熱管やフィンに付着し、定期的ま
たは不定期的に行われる除霜運転で、熱交換器に付着した霜が解けた場合には、大量の水
が底板に流れ落ちる。この大量の水が室外機外に排水されずに室外機の底板上に残って凍
ってしまうことも起こる。このようにして生じた氷が熱交換器や送風機の周辺で成長して
いくと、送風機の回転に支障をきたしたり、熱交換器の伝熱管が氷によって周囲から圧力
を受けて変形したりする。
【０００５】
　空気調和機の室外機におけるドレン水を排水穴に導く排水構造については、従来さまざ
まな提案がなされている。例えば、筐体の底板に熱交換器が部分的に載置された棚部と、
排水用の溝部とが隣接され、熱交換器の一方の側の熱交換器載置棚部と排水用溝部とを連
通する樋部を熱交換器下方の底板に形成した構造の室外機が開示されている（例えば、特
許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００５－１８８８３７号公報（図１、図２）
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　従来の空気調和機の室外機において、載置棚部は底板の周縁寄りに設けられ、熱交換器
の略１／２の背面側の部分が熱交換器載置棚に載置され、熱交換器の幅方向（フィンの幅
方向）の残余の前面側が底板の主に中央寄りに位置する。さらに、排水溝に向かって下り
勾配とした樋が熱交換器の下側の底板に設けられており、熱交換器の背面側の熱交換器設
置部と排水溝とが連通している。このように構成することで、熱交換器の前面側の部分で
発生するドレン水は排水溝に直接落下し、周縁部の背面側で発生して熱交換器載置棚に流
下したドレン水は、主に樋部を介して排水溝に至るとされている。
【０００８】
　ところが、周縁部の熱交換器背面側で発生したドレン水が、熱交換器載置棚の平坦部上
面に溜まってしまうことがあった。特に熱交換器載置棚は周縁部で室外機筐体の側面、即
ち底板の周縁から上方に折り返されて形成されるフランジに接続されているため、フラン
ジと熱交換器載置棚の境界部分にドレン水が落下すると、排水されることなくこの部分に
溜まってしまうという問題点があった。そしてこの部分に溜まったドレン水が凍った場合
、成長した氷により載置棚に載置されている熱交換器を変形させてしまう恐れがあった。
【０００９】
　この発明は、上記のような課題を解決するためになされたもので、熱交換器の周囲でド
レン水が溜まることなく速やかに排水でき、底板上での氷の成長を抑制して熱交換器が変
形するのを防止できる信頼性の高い空気調和機の室外機を提供することを目的とするもの
である。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　この発明に係る空気調和機の室外機は、筐体の底部を構成する平面視四角形の底板と、
前記底板に設置される平面視Ｌ字形状の熱交換器と、を有する空気調和機の室外機であっ
て、前記底板は、底板部と、前記底板部の四辺の周縁から上方に折られて形成されるフラ
ンジと、前記底板部を貫通して形成され、前記筐体内の水を前記筐体外に排水する排水穴
と、前記底板部に上方向に突出するように設けられ、その上面にて前記熱交換器の下端を
支持する複数の載置台と、前記複数の載置台に接し、前記排水穴に向かって下り傾斜で構
成される排水溝と、を備え、四辺ある前記フランジのうち前記Ｌ字形状の熱交換器に沿っ
た二辺のフランジの一方のフランジと前記複数の設置台にあって前記Ｌ字形状の熱交換器
のカーブする角が位置する前記底板の角部に設けられた載置台との間の前記底板部が、当
該一方のフランジに沿って傾斜して前記排水溝へと向かう傾斜部ａで構成されているとと
もに、前記二辺のフランジの他方フランジと前記底板の角部に設けられた載置台との間の
前記底板部が、当該他方のフランジに沿って前記傾斜部ａとは異なる方向に傾斜して前記
排水溝へと向かう傾斜部ｂで構成されているものである。
【発明の効果】
【００１２】
　この発明に係る空気調和機の室外機では、底板における熱交換器の載置台の周囲でドレ
ン水が溜まることなく速やかに排水でき、成長したドレン水の氷結による熱交換器の変形
を防止する信頼性の高い空気調和機の室外機を提供できる効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】この発明の実施の形態１における筐体を示す斜視図である。
【図２】この発明の実施の形態１に係り、筐体の一部を取り除いて筐体内部を示す斜視図
である。
【図３】この発明の実施の形態１に係り、熱交換器と底板を示す説明図である。
【図４】この発明の実施の形態１における底板を示す上面図である。
【図５】この発明の実施の形態１における載置台の周囲の底板の上面を示す説明図である
。
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【図６】この発明の実施の形態１における載置台の周囲の底板を示す説明図であり、図５
のＳａ－Ｓａ線断面を示す。
【図７】この発明の実施の形態１における載置台の周囲の底板を示す説明図であり、図５
のＳｂ－Ｓｂ線断面を示す。
【図８】この発明の実施の形態１における載置台の周囲の底板の上面を示す説明図である
。
【図９】この発明の実施の形態１に係り、図８のＰａ、Ｐｂ、Ｖａ、Ｖｂにおける底板部
表面の傾斜を示す説明図である。
【図１０】この発明の実施の形態１における載置台の周囲の底板の上面を示す説明図であ
る。
【図１１】この発明の実施の形態１における傾斜部のさまざまな形状を示す説明図である
。
【図１２】この発明の実施の形態１における底板部の傾斜方向を示す説明図である。
【図１３】この発明の実施の形態２における底板を示す上面図である。
【図１４】この発明の実施の形態２に係り、図１３のＤ－Ｄ線断面図である。
【図１５】この発明の実施の形態２における位置決め壁を示す図であり、側面図（図１５
（ａ））及び正面図（図１５（ｂ））である。
【図１６】この発明の実施の形態２における位置決め壁のその他の形状を示す正面図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
実施の形態１．
　この発明の実施の形態１による空気調和機の室外機について説明する。図１は空気調和
機の室外機の筐体１を示す斜視図であり、板金製で略直方体形状をなす。また、図２は筐
体１の一部を取り除いて筐体１の内部を示す斜視図である。図２に示すように、筐体１の
内部には冷媒を圧縮するための圧縮機２、室外熱交換器３、送風機４等が格納されている
。筐体１の底部をなす底板５は各機器の取り付け部が例えばプレス加工によって形成され
、それぞれの場所に各機器が取り付けられる。また、圧縮機２を格納する部分と、熱交換
器３及び送風機４を格納する部分との間には分離壁６が形成されている。熱交換器３は、
例えば複数並設されるアルミ製の薄い板状のフィン３ｂを伝熱管３ａが貫通するフィンチ
ューブ熱交換器であり、全体を略Ｌ字形状に構成して筐体１を構成する２つの側面に沿っ
て配置される。送風機４は熱交換器３の近くに設けられ、送風機４によって外気が熱交換
器３を通過し、その際に熱交換器３の伝熱管３ａ内を流れる冷媒と外気とが熱交換される
。
　製造工程では、底板５に各機器（圧縮機２、熱交換器３、送風機４、分離壁６など）を
取り付けた後に、筐体１の側面及び上面を底板５に固定して完成する。
【００１６】
　図３は熱交換器３と底板５を示す説明図、図４は底板５を示す上面図である。図３、図
４に示すように、底板５には底板５を貫通する排水穴７が底板５の左右方向の中央部分に
形成され、熱交換器３に生じたドレン水や送風機４の吹出口から筐体１内に入り込んだ雨
水は排水穴７から室外機の外部へ排水される。排水穴７は上下方向で底板５の最も低い位
置に設けられている。また、排水穴７の上面から見た位置はどこに設けられていてもよい
が、ドレン水の生じやすい熱交換器３の設置位置の近くに設けられているのが好ましい。
排水穴７には底板５の下側でホースなどが接続され、排水穴７に流れてきたドレン水は、
そのホースによって筐体１の外部に導かれ、例えば建物の周りの下水溝に排出される。
【００１７】
　底板５は筐体１の底部を構成する底板部５ａと、底板部５ａの周縁から略９０度に例え
ば１ｃｍ～５ｃｍ程度上方に折られて形成されたフランジ１０で構成される。製造工程で
、筐体１の側面がフランジ１０にネジなどで固定される。なお、Ｌ字形状の熱交換器３を
設置する場合、２方向の側面に沿って設置するのであるが、四辺あるフランジ１０のうち
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、この熱交換器３の設置位置に沿ったフランジ１０の２辺をフランジ１０ａ、１０ｂと表
す。底板部５ａの周縁でフランジ１０に続く折り曲げ部１４は丸みを帯びた曲線で形成さ
れ、折り曲げ部１４に続くフランジ１０は滑らかな段差を有する。また、フランジ１０が
底板部５ａの４辺に沿って伸びている方向を、フランジ１０の長手方向Ｌと表す。即ち、
図４で示すように、フランジ１０ａの長手方向はＬ（１０ａ）方向であり、フランジ１０
ｂの長手方向はＬ（１０ｂ）方向である。
【００１８】
　熱交換器３及び送風機４を格納する部分の底板５は、排水穴７に接続する排水溝８を有
する。また、圧縮機２を格納する部分との間の分離壁６を図４では点線で示しており、熱
交換器３と送風機４を格納する部分に関しての排水溝８を図４では斜線にて表す。排水溝
８は底板部５ａの周縁部分から排水穴７へ向かって下り傾斜で形成され、底板５に落下し
たドレン水は排水溝８を通って排水穴７に導かれる。また、特にドレン水の生じる熱交換
器３がフランジ１０ａ、１０ｂに沿ってその内側に設置されるので、フランジ１０ａ、１
０ｂの折り曲げ部１４から排水穴７に向かって下り傾斜で排水溝８を形成する。また、ド
レン水のみではなく筐体１内に浸入した雨水の速やかな排水が可能となるように、底板部
５ａの各部分から排水穴７に向かって下り傾斜となる排水溝８が設けられている。なお、
排水溝８は排水穴７に向かって下り傾斜であるが、単調に下り傾斜でなくてもよく、部分
的には平坦面であったり、階段形状を含んでいてもよい。また、底板５は、例えば熱交換
器３を載せる載置台９以外においてもプレス成形加工により凹凸部が形成され、高剛性化
を図っている。
【００１９】
　底板５には、熱交換器３の下端を支持するために複数、例えば３個の載置台９、１３、
１５が、点在して設けられる。ここでは、熱交換器３が安定して支持されるように、略Ｌ
字形状の熱交換器３の左右方向（フィン３ｂの並列方向）の両端部付近に設けた載置台９
、１５と中央部分の熱交換器３が略９０度にカーブする角付近に設けた載置台１３の３個
の載置台が、筐体１の内側で上方向に突出して台地状に設けられ、載置台９、１３、１５
の突出部の平坦面である上面９ａ、１３ａ、１５ａで熱交換器３の下端が支持される。こ
の載置台９、１３、１５はフランジ１０（１０ａ、１０ｂ）から所定の距離だけ離れた位
置に設けられ、載置台９とフランジ１０との間の底板部５ａは、フランジ１０の長手方向
Ｌに傾斜して排水溝８に向かう傾斜部１１（１１ａ、１１ｂ、１１ｃ）で構成される。載
置台９、１３、１５の上面９ａ、１３ａ、１５ａは熱交換器３を固定しやすいように平坦
面で形成される。また、それぞれの載置台９、１３、１５のフランジ１０（１０ａ、１０
ｂ）と対向していない辺は、滑らかで末広がりな傾斜面の載置台側面９ｂ、１３ｂ、１５
ｂで排水溝８に接している。また、載置台上面９ａ、１３ａ、１５ａの平坦面の幅は、熱
交換器３の幅と同等か短い。熱交換器３の幅とは、熱交換器３の長手方向（フィンの並列
方向）に直角な方向（但し、上下方向ではない）の長さを示し、一枚のフィンの幅（例え
ば１０～３０ｍｍ）と略同じである。
【００２０】
　次に、それぞれの載置台９、１３、１５及びその周囲の底板部５ａについて説明する。
まず載置台９及びその周囲の底板部５ａについて説明する。図５は実施の形態１における
載置台９の周囲の底板部５ａの上面を示す説明図、図６は図５のＳａ－Ｓａ線断面を示す
説明図、図７は図５のＳｂ－Ｓｂ線断面を示す説明図である。図５では熱交換器３の載置
位置を点線で示し、図６、図７では熱交換器３も共に示している。
【００２１】
　載置台９は、これに最も近いフランジ１０から所定の距離Ｋだけ離れた位置に設ける。
ここでは、例えば載置台上面９ａのフランジ側の端部とフランジ１０ａとは１０ｍｍ程度
離れている。このため、熱交換器３はフランジ１０ａから離れて固定される。そして、図
６に示すように、熱交換器３と載置台９との間の底板部５ａは、載置台上面９ａの高さよ
りも低く、さらに載置台９に最も近いフランジ１０ａが伸びる長手方向、即ちＬ（１０ａ
）方向に傾斜した傾斜部１１ａで構成される。この傾斜の方向は排水穴７に近い方に下り
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傾斜とし、傾斜部１１ａの下り傾斜の前方は排水溝８に向かっている。
【００２２】
　また、図５、図６に示すように、載置台上面９ａの幅Ｗ９は、熱交換器３の幅Ｗ３より
も短くなるように形成する。そして、熱交換器３の幅方向の両端が、載置台上面９ａから
外側にはみ出すように配置する。
【００２３】
　空気調和機の室外機において、暖房運転時に熱交換器３で外気が冷却されて発生するド
レン水は、熱交換器３のフィンを伝って載置台９とその周囲に直接落下する。載置台９の
周囲の排水溝８に接している部分では、排水溝８に流れる。また、載置台９のフランジ１
０ａに近い部分、即ち図６の領域Ｒ１に落下したドレン水は、図７に示すように領域Ｒ１
に溜まることなく矢印Ｎ１方向の傾斜部１１ａに沿って排水溝８に向かって流れ、さらに
排水穴７から排水される。このように、外気が熱交換器３で冷されて生じたドレン水は、
載置台９上に溜まることなく載置台９の周囲の傾斜部１１ａや側面９ｂにより排水溝８に
導かれ、さらに排水穴７を介して速やかに筐体１の外部に排水される。
【００２４】
　熱交換器３の両端が載置台９からはみ出して配置されており、熱交換器３の両端のはみ
出した部分の直下は載置台９の側面９ａ又は排水溝８か傾斜部１１ａである。熱交換器３
のフィンを伝って載置台上面９ａの落下したドレン水は、載置台上面９ａの両端から流れ
落ちる流れに引きずられて流れて、熱交換器３の幅方向の両端から底板部５ａに流れやす
い。
【００２５】
　なお、熱交換器３の幅（熱交換器の長手方向に垂直な方向であって、一枚のフィンの幅
）は、載置台上面９ａの幅と同等でもよい。熱交換器３の両端が載置台９の両端からはみ
出して配置されるのが好ましいが、はみ出していなくても、載置台上面９ａの側面９ｂに
近い部分に落下したドレン水は、スムーズに側面９ｂの傾斜に沿って流れていく。このよ
うに載置台９は周囲の底板部５ａから上方に突出する台地状なので、載置台９の平坦部に
ドレン水が溜まりにくい。
【００２６】
　次に、載置台１３及びその周囲の底板部５ａについて説明する。図８は実施の形態１に
おける載置台１３の周囲の底板部５ａの上面を示す説明図、図９は図８のＰａ－Ｐａ線（
図９（ａ））、Ｐｂ－Ｐｂ線（図９（ｂ））、Ｖａ－Ｖａ線（図９（ｃ））、Ｖｂ－Ｖｂ
（図９（ｄ））線における底板５の表面の傾斜を示す説明図である。図８では排水溝８を
斜線で示し、図９では底板部５ａに設けられた排水穴７の上下方向の位置を点線Ｂで示す
。
【００２７】
　四角形の底板５の角部に設けられた載置台１３は、フランジ１０ａの長手方向Ｌ（１０
ａ）に伸びる部分を有すると共に、フランジ１０ｂの長手方向Ｌ（１０ｂ）に伸びる部分
を有する。この実施の形態に係る載置台１３は、フランジ１０ａ及びフランジ１０ｂから
所定の距離だけ離れた位置に設けられる。例えば、上面１３ａのフランジ側端部がフラン
ジ１０ａ及びフランジ１０ｂから１０ｍｍ～２０ｍｍ程度離れた位置に設けられる。例え
ば図８における載置台１３の上面１３ａで、フランジ１０ａに関しては、フランジ側端部
Ｐ４とフランジ１０ａ上のＰ３との距離、及びフランジ１０ｂに関しては、フランジ側端
部Ｖ６とフランジ１０ｂ上のＶ５との距離を１０～２０ｍｍとする。そして、フランジ１
０ａと載置台１３の間の底板部５ａは、フランジ１０ａの長手方向Ｌ（１０ａ）に傾斜す
る傾斜部１１ｂ（１０ａ側）である。また、フランジ１０ｂと載置台１３の間の底板部５
ａは、フランジ１０ｂの長手方向Ｌ（１０ｂ）に傾斜する傾斜部１１ｂ（１０ｂ側）であ
る。傾斜部１１ａ、１１ｂは載置台上面１３ａの高さよりも低い。図中、傾斜部１１ｂ（
１０ａ側）、１１ｂ（１０ｂ側）の下り傾斜の方向を矢印で示している。傾斜部１１ｂ（
１０ａ側）、１１ｂ（１０ｂ側）の下り傾斜の前方は、共に底板部５ａに設けられている
排水溝８に向かっている。
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【００２８】
　図９（ａ）に示すようにＰａ－Ｐａ線では、位置Ｖ２から位置Ｐ２まで、Ｌ（１０ｂ側
）方向に傾斜する傾斜部１１ｂ（１０ｂ側）を構成する。また、図９（ｃ）に示すように
、Ｖａ－Ｖａ線では、位置Ｖ１から位置Ｖ４まで、Ｌ（１０ａ）方向に傾斜する傾斜部１
１ｂ（１０ａ側）を構成する。このように、フランジ１０ａ、１０ｂと載置台１３の間の
底板部５ａに傾斜部１１ｂ（１０ａ側）、１１ｂ（１０ｂ側）を設ければ、図９（ｂ），
（ｄ）に示すように、底板５の底板部５ａは、載置台上面１３ａが最も突出しており、載
置台１３のフランジ１０ａ、１０ｂに沿っている辺の周囲は下り傾斜面で構成される。こ
のため、載置台上面１３ａや載置台１３の周囲に落下したドレン水は、載置台１３の周囲
の傾斜部１１ｂに沿って流れ、排水溝８に至る。さらにドレン水は排水溝８の傾斜に促さ
れて排水穴７から排水される。載置台１３のフランジ１０ａ、１０ｂに沿っていない側は
、傾斜面で形成された載置台側面１３ｂであり、こちら側に落下したドレン水も排水溝８
に流れていく。
【００２９】
　図９（ａ）の位置Ｖ２付近の底板部５ａはＬ（１０ｂ）方向では平坦であると表される
が、図９（ｃ）で示すように、Ｌ（１０ａ）方向に傾斜しているので、傾斜部１１ｂ（１
０ａ側）の傾斜に沿って流れ、排水溝８に導かれる。このように、底板５の角部に配置さ
れる載置台１３の場合、フランジ１０ａに沿った辺とフランジ１０ｂに沿った辺の延長線
で囲まれる部分、例えば位置Ｖ２付近では、どちらか一方のフランジ１０に沿って傾斜さ
せればよい。位置Ｖ２ではフランジ１０ａに沿う方向（Ｌ（１０ａ）方向）に傾斜させた
が、フランジ１０ｂに沿う方向（Ｌ（１０ｂ）方向）に傾斜させてもよい。
【００３０】
　また、傾斜部１１ｂ（１０ａ側）と傾斜部１１ｂ（１０ｂ側）の傾斜方向は最も近くに
ある排水溝８に向かっていなくてもよい。傾斜部１１ｂ（１０ａ側）と傾斜部１１ｂ（１
０ｂ側）の少なくともどちらか一方の傾斜部１１ｂが排水溝８に向かっていればよい。例
えば、傾斜部１１ｂ（１０ｂ側）が逆方向、即ち位置Ｐ２から位置Ｖ２に向かって下り傾
斜であってもよい。この場合には、傾斜部１１ｂ（１０ｂ側）に落下したドレン水は、傾
斜部１１ｂ（１０ａ側）を通って排水溝８に流れることになる。
【００３１】
　また、図９（ａ）～図９（ｄ）に示すように、載置台１３は周囲に排水溝８及び傾斜部
１１ｂが形成されているので、載置台上面１３ａや載置台１３の周囲にドレン水が落下し
たとしても、速やかに排水溝８に流れていく。従来装置では載置台上面がそのままの高さ
でフランジに続く構成であったため、特に載置台上面のフランジ側にドレン水が落下する
と、どこにも流れずに溜まりやすい構造であった。これに対してこの実施の形態では傾斜
部１１ｂによってドレン水はスムーズに排水穴７に導かれる。
【００３２】
　次に、載置台１５及びその周囲の底板部５ａについて説明する。図１０は実施の形態１
における載置台１５の周囲の底板部５ａの上面を示す説明図である。載置台１５に関して
は、載置台９と同様である。熱交換器３の下端を支持する載置台１５をフランジ１０ｂか
ら所定の距離だけ離れた位置とする。例えば、載置台上面１５ａのフランジ１０ｂ側端部
とフランジ１０ｂとの距離を１０ｍｍ程度とする。そして、フランジ１０ｂと載置台１５
の間の底板部５ａに、フランジ１０ｂの長手方向Ｌ（１０ｂ）に傾斜し、排水溝８に接続
される傾斜部１１ｃを設ける。この傾斜部１１ｃは、載置台上面１５ａの高さよりも低く
、排水溝８よりも高い位置から排水溝８に向かって矢印で示すように下り傾斜で構成され
る。
【００３３】
　この載置台１５に関しても、載置台上面１５ａや載置台１５の周囲に落下したドレン水
のうち、フランジ１０ｂ側に落下したドレン水は、傾斜部１１ｃの下り傾斜に沿って流れ
て排水溝８に至る。また、フランジ１０ｂに沿っていない辺の周囲に落下したドレン水は
、載置台側面１５ｂから排水溝８に流れる。そして、排水溝８の傾斜に促されて排水穴７
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から筐体１外に排水される。
【００３４】
　図１１は排水溝８に向かって下り傾斜である傾斜部１１のさまざまな形状を示す説明図
であり、底板部５ａの表面の起伏を示す。図１１（ａ）は傾斜部１１が直線形状で排水溝
８に接続されている。図１１（ｂ）は傾斜部１１が段差を有して排水溝８に接続される。
また、図１１（ｃ）、（ｄ）では傾斜部１１が曲線部分を有し、凹状の曲線（図１１（ｃ
））、凸状の曲線（図１１（ｄ））を有する形状である。いずれの形状でも、傾斜部１１
は排水溝８に向かって下り傾斜であり、ドレン水はスムーズに排水溝８に流れていく。ま
た、図１１で示した以外にも、複数の段差を有する形状や凹凸を組み合わせた形状でもよ
く、排水溝８に向かって下り傾斜であれば、どのような形状でもよい。傾斜部１１は、載
置台９、１３、１５の上面９ａ、１３ａ、１５ａよりも低く、且つ排水溝８よりも高い位
置から排水溝８に向かって下り傾斜であればよい。
　また、傾斜部１１と排水溝８の間の途中で平坦面があっても、その前後の傾斜によって
、ドレン水は上方から下方に流れ、最も低い位置に設けられている排水穴７に流れていく
。
【００３５】
　図１２は実施の形態１に係る底板部５ａ全体の傾斜方向を示す説明図である。図５～図
１０で示したように、載置台上面９ａ、１３ａ、１５ａや載置台９、１３、１５の周囲に
落下したドレン水は、傾斜部１１ａ、１１ｂ、１１ｃや排水溝８に沿って流れ落ち、局所
的に溜まることなくほぼ全てが速やかに排水溝８に至る。そして、排水溝８の傾斜に促さ
れて排水穴７から筐体１外に排水される。このため、熱交換器３の周囲でドレン水が溜ま
ることなく速やかに排水でき、底板５上での氷の成長を抑制してドレン水の氷結による熱
交換器３の変形を防止する信頼性の高い空気調和機の室外機を提供できる効果がある。
【００３６】
　なお、底板部５ａにおいて、排水溝８は排水穴７に直線的に近い方向に下り傾斜でなく
てもよい。最終的に水の流れが排水穴７に導かれていれば、底板部５ａに水が溜まること
なく、ドレン水や氷が底板５に固定される各機器に影響を及ぼすのを防止できる。
【００３７】
　この実施の形態で、傾斜部１１がＬ（１０ａ）方向に傾斜するとは、フランジ１０ａに
平行でＬ（１０ａ）方向に離れた２点をとった場合、その２点の位置における底板部５ａ
の上下方向の高さが異なっていることを示す。また、傾斜部１１がＬ（１０ａ）方向に傾
斜するとは、少なくともＬ（１０ａ）方向に傾斜していればよく、Ｌ（１０ａ）方向以外
の方向にも傾斜していてもよい。
　Ｌ（１０ｂ）方向に関しても同様である。
【００３８】
　また、排水穴７を１つとしたが、２つ以上であってもよい。また、載置台９は３個有す
る例を示したが、３個に限るものではない。２個であっても、４個以上であってもよい。
また、この実施の形態では、筐体１内部に突出する台地状の載置台９、１３、１５を構成
する側面９ｂ、１３ｂ、１５ｂを底板部５ａに向かって広がるように傾斜させたが、側面
９ｂ、１３ｂ、１５ｂは底板部５ａから垂直であってもよい。
【００３９】
　また、ここでは熱交換器３を筐体１の２つの側面に沿ってＬ字形状に配置する構成の室
外機について説明したが、他の形状の熱交換器についても同様である。例えば筐体１の１
つの側面に沿って熱交換器３を配置するＩ字形状でもよい。この場合には、載置台９が３
箇所必要ではなく、熱交換器３の両端部の２箇所で支持してもよい。また、Ｌ字形状でも
載置台９の個数が３個でなくてもよい。
【００４０】
　以上のように、この実施の形態によれば、略直方体の筐体１内の側面に沿って配置され
る熱交換器３と、筐体１の底部を構成する底板５と、を有する空気調和機の室外機であっ
て、底板５は、底板部５ａと、底板部５ａの周縁から上方に折られて形成されるフランジ
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１０と、底板部５ａを貫通して形成され、筐体１内の水を筐体１外に排水する排水穴７と
、　底板部５ａに設けられ、フランジ１０から所定の距離だけ離れた位置で上方に突出し
、その上面９ａ、１３ａ、１５ａにて熱交換器３の下端を支持する複数の載置台９、１３
、１５と、載置台９、１３、１５に接し、排水穴７に向かって下り傾斜で構成される排水
溝８と、を備え、載置台９、１３、１５とフランジ１０との間の底板部５ａは、フランジ
１０の長手方向Ｌに傾斜して排水溝８に向かう傾斜部１１で構成されることにより、載置
台９、１３、１５の周囲でドレン水が溜まることなく速やかに排水でき、ドレン水の氷結
によって生じる熱交換器３の変形を防止する信頼性の高い空気調和機の室外機を提供でき
る効果がある。
【００４１】
　また、傾斜部１１は、載置台９、１３、１５の上面９ａ、１３ａ、１５ａよりも低く且
つ排水溝８よりも高い位置から排水溝８に向かって下り傾斜であることにより、載置台９
、１３、１５の周囲でドレン水が溜まることなく速やかに排水でき、ドレン水の氷結によ
って生じる熱交換器３の変形を防止する信頼性の高い空気調和機の室外機を提供できる効
果がある。
【００４２】
　また、熱交換器３の幅（熱交換器の長手方向に垂直な方向であって、一枚のフィンの幅
）方向の両端は、載置台上面９ａ、１３ａ、１５ａからはみ出して配置されることにより
、載置台上面９ａ、１３ａ、１５ａにドレン水が溜まるのを防止でき、ドレン水が傾斜部
１１または排水溝８に流れ、排水穴７から筐体１外に速やかに排水される効果がある。
【００４３】
実施の形態２．
　以下、この発明の実施の形態２による空気調和機の室外機について説明する。実施の形
態２では、フランジ１０に熱交換器３用の位置決め壁が設けられている構成について説明
する。図中、実施の形態１と同一符号は同一、または相当部分を示す。
　図１３は熱交換器３及び送風機４を格納する部分の底板５を示す平面図である。位置決
め壁１２は、製造工程で熱交換器３の側面の設置位置を決めるものであり、熱交換器３が
Ｌ字形状の場合には、フランジ１０ａ、１０ｂのそれぞれに少なくとも１つの位置決め壁
１２が設けられている。この実施例では、フランジ１０ａに１つ、フランジ１０ｂに２つ
の位置決め壁１２を有する。また、図１４は図１３のＤ－Ｄ線断面図であり、載置台９に
設置された熱交換器３も共に示す。図１５はこの実施の形態に係る位置決め壁１２を示し
、側面図（図１５（ａ））、正面図（図１５（ｂ））である。図中、矢印は下り傾斜の方
向を示す。
【００４４】
　図１５に示すように、位置決め壁１２は、フランジ１０の内側面から筐体１の内側へと
突出して形成され、フランジ１０に続く上面１２ａと、突出した方向に形成される平坦面
である突出部１２ｂを有する。位置決め壁１２の下端は、フランジ１０の折り曲げ部１４
となって、排水穴７に接続される排水溝８に接する。
【００４５】
　図１４に示すように、突出部１２ｂに熱交換器３の側面を当接させることで、熱交換器
３の側面の位置が確定される。位置決め壁１２によって熱交換器３のフランジ１０側の側
面がフランジ１０から所定の距離、例えば１０ｍｍ程度離れた位置に固定される。このた
め、暖房運転時に熱交換器３の伝熱管３ａやフィン３ｂの表面に生じる水滴が熱交換器３
の側面に伝って流れ落ちたとしても、フランジ１０と載置台９との間に落ち、この部分に
形成されている排水溝８や傾斜部１１から排水穴７に速やかに流れる。
【００４６】
　フランジ１０の外側に筐体１の側面が固定されるのであるが、このフランジ１０と筐体
１との間には若干の隙間が生じる。例えば熱交換器３の側面とフランジ１０とが近接して
いると、フィン３ｂの端からドレン水が飛び散ったときにフランジ１０の外側に落ちる可
能性がある。即ち、筐体１の側面から室外機外にドレン水が漏れることになるという不具
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合につながるが、この構成では位置決め壁１２によって熱交換器３の側面がフランジ１０
から所定の距離だけ離れた位置に固定されるので、筐体１の側面から水が漏れるという不
具合が生じるのを防止できる。熱交換器３の側面とフランジ１０の間の距離は、１０ｍｍ
に限るものではない。熱交換器３の側面から水滴が飛び散る距離を推定または計算または
実験し、飛び散る距離よりも長く設定すればよい。
【００４７】
　なお、位置決め壁１２の上面１２ａは、図１５に示すように、排水溝８に向かって下り
傾斜に構成されている。この例では、フランジ１０ａ側が高く、熱交換器３の側面が当接
する側が低い。このため、熱交換器３から飛び散って位置決め壁１２の上面１２ａに落下
したドレン水は、上面１２ａに溜まることなく傾斜に沿って流れ落ち、熱交換器３の下に
ある排水溝８から排水穴７に流れていく。このため、位置決め壁１２の上面１２ａ及び周
囲でドレン水が溜まることなく速やかに排水でき、ドレン水の氷結によって生じる熱交換
器３の変形を防止する信頼性の高い空気調和機の室外機が得られる。
【００４８】
　図１６は位置決め壁１２のさまざまな形状を示す正面図である。図１５で示した位置決
め壁１２は、フランジ１０の長手方向に直角な方向に傾斜しているものである。位置決め
壁１２の上面１２ａは、図１６（ａ）に示すように、フランジ１０の長手方向（Ｌ方向）
に傾斜した形状であってもよい。この傾斜方向は、位置決め壁１２が隣接する排水溝８の
方向に下り傾斜であればよい。例えば排水穴７の方向に向かって下り傾斜でなくてもよい
。排水穴７の方向に向かって上昇するような傾斜であっても、上面１２ａに落下した水は
位置決め壁１２の周囲に落下し、排水溝８や傾斜部１１から最終的には排水穴７に導かれ
る。即ち、位置決め壁１２の上面１２ａは、隣接する排水溝８に向かって下り傾斜であれ
ばよい。
【００４９】
　また、位置決め壁１２の上面１２ａは、図１６（ｂ）に示すような２つの傾斜を上に凸
になるように組み合わせて構成されていてもよい。上面１２ａに落下した水が上面１２ａ
に溜まることなく位置決め壁１２に隣接する排水溝８に流れ落ちるような形状であればよ
い。また、上面１２ａは、平面であっても、突形状の曲面であってもよい。
【００５０】
　さらに、位置決め壁１２の突出部１２ｂの形状は図１５に限るものではない。例えば、
突出部１２ｂは平面でなく熱交換器３の方向に凸となるような曲面であってもよい。ただ
し、突出部１２ｂが平坦面であると、熱交換器３の側面を平坦面の広い面積で接触させて
位置決めすることになるので、確実に熱交換器３の位置を決めることができる効果がある
。
【００５１】
　以上のように、この実施の形態では、略直方体の筐体１内の側面に沿って配置される熱
交換器３と、筐体１の底部を構成する底板５と、を有する空気調和機の室外機であって、
底板５は、底板部５ａと、底板部５ａの周縁から上方に折られて形成されるフランジ１０
と、底板部５ａを貫通して形成され、筐体１内の水を筐体１外に排水する排水穴７と、フ
ランジ１０から筐体１内側に突出して形成された突出部１２ｂに熱交換器３の側部が当接
して熱交換器３の側部の位置決めをする位置決め壁１２と、位置決め壁１２に接する底板
部５ａに設けられ、排水穴７に向かって下り傾斜で構成される排水溝８と、を備え、位置
決め壁１２の上面１２ａは、排水溝８に向かって下り傾斜で構成されることにより、位置
決め壁１２の上面１２ａにドレン水が溜まることなく速やかに排水でき、ドレン水の氷結
による熱交換器３の変形を防止する信頼性の高い熱交換器の室外機を得ることができる。
【００５２】
　位置決め壁１２は複数設けなくてもよい。例えば、Ｉ字形状の熱交換器の場合には、１
つの位置決め壁１２で熱交換器の側面の位置を決めることができる。また、位置決め壁１
２は通常は底板５と一体にプレス成形によって形成されるが、これに限るものではない。
位置決め壁１２である別部材をフランジ１０に固定して形成してもよい。
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【符号の説明】
【００５３】
　１　筐体
　２　圧縮機
　３　熱交換器
　４　送風機
　５　底板
　５ａ　底板部
　６　分離壁
　７　排水穴
　８　排水溝
　９　載置台
　９ａ　載置台上面
　９ｂ　載置台側面
　１０、１０ａ、１０ｂ　フランジ
　１１　１１ａ、１１ｂ、１１ｃ　傾斜部
　１２　位置決め壁
　１２ａ　位置決め壁上面
　１２ｂ　位置決め壁突出部
　１３　載置台
　１３ａ　載置台上面
　１３ｂ　載置台側面
　１４　フランジ折り曲げ部
　１５　載置台
　１５ａ　載置台上面
　１５ｂ　載置台側面。
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